
世田谷区福祉人材育成・研修センター 専門性向上研修

高齢者のアルコール問題の対応で悩んだことはありませんか？
アルコールは私達の生活の身近にあるものですが、不適切な飲酒は健康障害の原因とな

ります。本研修ではアルコールが高齢者に与える影響について理解を深め、介護予防の視
点からアルコール問題の対応策について学びます。
地域包括支援センター職員研修は、区の必須研修となっております。各センターから、

必ず1名以上はご受講ください。また、社会福祉士の方だけでなく、その他の職種の方も
ご受講いただけます。

対 象

（1）区内地域包括支援センターに従事している社会福祉士
（2）区内地域包括支援センター職員で、管理者が推薦する方

※社会福祉士以外もご受講いただけます。

地域包括支援センター職員研修【社会福祉士】

申込方法

までに

注意事項
・申込み後、確認メールが届きます。メールが届かない場合はご連絡ください。
（迷惑メールフォルダのご確認をお願いします。）
・研修および研修資料等（動画含む）について、録音・録画・複製・撮影等、
また第三者への提供、インターネット上での公開を一切禁止します。

・申込みいただいた個人情報は研修の目的以外には使用いたしません。

＜担当＞
世田谷区福祉人材育成・研修センター

枝 ・ 見市
電話：6379-4280
FAX：6379-4281

（1）依存症の基礎知識・アルコールが高齢者に及ぼす問題
（2）高齢者で特に気をつけたいお酒との付き合い方

周囲の人が気を付けたいこと
（3）周囲の人が困った時、相談に繋げるためには 等

内 容

日 時

場 所

（世田谷区松原６-３７-１０）

定 員 講 師

開催日

12月18日

令和8年
1月15日

保健師
看護師

令和8年
1月26日


